
○太田市外三町広域清掃組合職員の  

名称及び職名に関する規則  

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ 日            

規 則 第 ７ 号            

 

改正 平成１２年 ９月 １日規則第１号 

改正 平成１７年 ３月２８日規則第１号 

改正 平成１９年 ４月 １日規則第２号 

改正 平成２２年 ４月 １日規則第３号 

改正 平成２８年 ４月 １日規則第１号 

改正 平成２９年 ４月 １日規則第１号 

改正 平成３１年 ４月 １日規則第２号 

 

 （趣旨）  

第１条  この規則は、太田市外三町広域清掃組合職員定数条例（平成１１年条例第

６号）第２条に規定する職員の職名について定めるものとする。  

 （職員の職名の種類）  

第２条  職員の組織上の職名は、別表に掲げるとおりとする。  

 （その他の事項）  

第３条  この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。  

附  則  

この規則は、公布の日から施行する。  

 附  則（平成１２年９月１日規則第１号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成１７年３月２８日規則第１号）  

 この規則は、平成１７年３月２８日から施行する。  

   附  則（平成１９年４月１日規則第２号）  

 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。  

   附  則（平成２２年４月１日規則第３号）  

 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。  

   附  則（平成２８年４月１日規則第１号）  

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。  

   附  則（平成２９年４月１日規則第１号）  

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。  

   附  則（平成３１年４月１日規則第２号）  

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 



別表（第２条関係）  

組 織 上 の 職 名         

局 長         

副 局 長         

参 事         

課 長 ・ 主 幹         

課 長 補 佐         

係 長         

係 長 代 理         

主 査 専 門 員         

主     任         

主 任 運 転 技 士         

主任ボイラー技士  

主任機械操作技士  

主 任 業 務 技 士         

主 任 専 門 員         

主 事 ・ 技 師         

運 転 技 士         

ボ イ ラ ー 技 士         

機 械 操 作 技 士         

業 務 技 士         



専 門 員         

運 転 技 士 補         

ボ イ ラ ー 技 士 補         

機 械 操 作 技 士 補         

主 事 補 ・ 技 師 補         

業 務 員         

 


